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はじめに 

   向ヶ岡弥生地区は、東京大学にはさまれた住宅を中心とする市街地で、歴史や自然の資源に恵ま

れた静かで落ち着いた環境と商業地に近い利便性を備えた暮らしやすいまちです。 

この向ヶ岡弥生地区を対象に、地区の良好な環境や街並みの保全とさらなる魅力の向上のため、

地域のルールについて検討し、まちづくりを推進することを目的として、平成 29年 10月に向ヶ岡

弥生地区まちづくり検討会（以下、「検討会」と呼ぶ。）が設立されました。検討会の委員は、公募で

選ばれた地区内の土地・建物所有者 18 名と町会から推薦された 2 名の計 20 名で構成されています。 

   検討会は、以後計 24回開催し、地区のまちづくりルールを中心に検討してきましたが、最終的に

合意に至らず、このたび活動を一時休止することになりました。 

   本記録は、検討会で検討した様々な内容や委員の意見などを記録として残し、今後のまちづくり

の参考となるよう作成したものです。 

 

 

   対象地区（約 6.5ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土地理院基盤地図情報 
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１．検討会の経緯 

   検討会の活動の経緯を、以下に示します。 

 

 平成 29年度 

■検討会の開催 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 10月 24日(火) 16名 ・検討会の発足 

・会則、役員の決定 

・地区計画の制度の説明 等 

第 2回 12月 14日(木) 16名 ・地区の現況説明 

・グループワーク：地区の「良い点」と「問題点や懸念」 

第 3回 2月 15日(木) 15名 ・グループワーク：地区の「良い点」、「問題点や懸念」と

それに対する「対応策」 

■地区の良い点・問題点のアンケート調査（平成 30年 2月～3月） 

 ・全戸配布 

 ・地図に記入してもらう 

■まちづくりニュースの発行（4回） 

 

          第 1 回検討会               第 3 回検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 30年度 

■検討会の開催 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 5月 13日(日) 12名 ・まちあるき 

第 2回 9月 20日(木) 13名 ・まちづくりの検討テーマについて 

・今後の進め方について 

第 3回 1月 29日(火) 8名 ・まちづくりの検討テーマ(案)について 

・東京大学との意見交換 

第 4回 3月 12日(火) 13名 ・まちづくりの検討テーマ(案)について 

・建物の形態・デザインについて 

■まちづくりニュースの発行（4回） 
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                   まちあるき               テーマ別の検討 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 31年度・令和元年度 

■検討会の開催 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 5月 28日(火) 11名 ・建物の形態・デザインについて（その 2） 

第 2回 7月 23日(火) 11名 ・建物用途・みどり・生活環境について（その 1） 

第 3回 10月 15日(火) 12名 ・建物用途・みどり・生活環境について（その 2） 

・東京大学地区の検討について 

第 4回 11月 19日(火) 14名 ・地域コミュニティの維持・活性化、災害対応力の強化に

ついて 

・無電柱化について 

・東京大学地区の検討について 

第 5回 12月 17日(火) 10名 ・交通環境の改善について 

・まちづくりに関する検討のまとめ 

・ワークショップと権利者アンケートについて 

■向ヶ岡弥生地区まちづくりワークショップ（中間報告会）の開催（令和 2年 1月 21日(火)） 

 ・13名参加（うち 9名は検討会会員） 

 ・検討会の中間報告と意見交換 

■向ヶ岡弥生地区のまちづくりに関するアンケート調査（令和 2年 2月～3月） 

 ・向ヶ岡弥生地区の土地・建物所有者対象 

 ・検討会で検討した個々のルールの案の必要性について聞いた 

■まちづくりニュースの発行（5回）  

 

           テーマ別の検討              ワークショップ   
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 令和 2年度 

■検討会の開催（新型コロナ感染の拡大により、検討会は全て書面開催となった） 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 

書面開催 

6月 19日(金) 

～7月 10日(金) 

18名 ・権利者アンケート結果 

・まちづくりのルールについて 

第 2回 

書面開催 

9月 30日(水) 

～10月 9日(金) 

16名 ・建物の高さ、宅地の規模、壁面後退に関するルール

について 

・地区計画と任意のルールの違いについて 

第 3回 

書面開催 

10月 28日(水) 

～11月 4日(水) 

14名 ・建物の色彩等、緑化、塀に関するルールについて 

・まちづくりニュース案、文京区ホームページ掲載内

容案について 

第 4回 

書面開催 

11月 16日(月) 

～11月 23日(月) 

11名 ・店舗、ワンルームマンション、民泊に関するルール

について 

第 5回 

書面開催 

12月 24日(木) 

～令和 3 年 1 月

12日(火) 

15名 ・書面開催検討会の意見のまとめ 

・向ヶ岡弥生地区のまちづくりルールについて 

・まちづくりニュース案について 

■まちづくりニュースの発行（2回） 

 

        書面開催時の資料 
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 令和 3年度 

■検討会の開催 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 10月 19日(火) 13名 ・これまでの検討結果について 

・まちづくりのルールについて 

第 2回 12月 7日(火) 7名 ・まちづくりのルールについて 

■まちづくりニュースの発行（2回） 

 

 

 令和 4年度 

■検討会の開催 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 6月 21日(火) 10名 ・これまでの検討の振り返り 

・今後の進め方について 

・まちづくりルール（たたき台）について 

第 2回 9月 12日(月) 9名 ・本地区の建築やまちづくりに関する法令等 

・近年の建築動向、まちの変化 

・相続税について 

・ワークショップ：既存のルールで環境を維持できるか 

第 3回 12月 5日(月) 7名 ・休会することについて 

第 4回 2月 6日(月) 8名 ・一時休会について 

■まちづくりニュースの発行（１回） 

 

 

 令和 5年度 

■検討会の開催 

 回 開催日 参加 内容 

第 1回 5月 29日(月) 9名 ・検討会再開の条件とメンバーについて 

・検討会の記録について 

■まちづくりニュースの発行（１回） 
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２．地区の現状 

（１）地区の成り立ち 

①位置、地形 
文京区は、青梅市を頂点とする扇状地状の武蔵野台地の最東端に位置し、東側の隣接地域には

中川・荒川低地が広がっています。 

本郷通りの周辺は本郷台地と呼ばれる台地で、そこから不忍通り周辺の根津谷（藍染川谷）へ

と向かう緩やかな傾斜地に本地区があります。 

 

  本地区の位置、地形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ※出典：文京区景観計画 

②地区の歴史 
  ●江戸時代 

明暦の大火（1657 年）の後、文京区には多くの大名屋敷や旗本屋敷などが置かれるようになり、

本地区がある場所には当時、水戸徳川家の中屋敷がありました。 

 

江戸時代末期（1861 年）の向ヶ岡弥生地区周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向ヶ岡弥生地区の概ねの位置 
※絵図の形が不正確なため、 
 完全には一致しません 

※出典：小石川谷中本郷絵図 
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  ●明治時代 

明治時代に入ると、広大な武家屋敷は大学や公園、公共用地、軍用地などに活用されるようにな

りました。 

明治 10 年（1877 年）に、言問通りの南側に士族の反乱鎮圧などを目的として警視局の射的場が

建設されましたが、すぐに民間の射的場になり、その後浅野氏が買い取って借地として貸し出して

住宅が建設されました。浅野氏は最終的に弥生２丁目のほぼ全域を所有することになりました。 

明治 42 年（1909 年）当時の地図を見ると、この時期には現在のまちの骨格がほぼできていたこ

とがわかります。 

 

明治 16 年（1883 年）の向ヶ岡弥生地区周辺    明治 42 年（1909 年）の向ヶ岡弥生地区周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※出典：国土地理院所蔵、財団法人日本地図センター発行            ※出典：国土地理院旧版地図 

    「参謀本部陸軍部測量局 五千分の一東京図測量原図」 

 

  ●大正～昭和時代 

大正時代に入ると、本郷通りと不忍通りで路面電車の営業が開始されました。 

本地区は、関東大震災の際に焼失を免れ、第二次世界大戦の東京大空襲の際にも一部を除き焼失

しませんでした。 

浅野氏は、昭和 16年（1941年）から 18年（1943年）にかけて浅野邸跡地を東京大学に譲渡し、

昭和 23年（1948年）には、戦後の農地解放の流れの中で土地を住民に譲りました。 

 

  昭和 12 年（1937 年）の向ヶ岡弥生地区周辺 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※出典：国土地理院旧版地図 
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（２）地区の現状・特性 

①地区の良い点・問題点 
平成 30年 2月～3月に、弥生二丁目の居住者と地区外居住の土地建物所有者に対して、地区内の

「好きなところ・良いところ」と「問題と思うところ・改善したいところ」を聞いたアンケート調

査の結果は、以下のとおりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：国土地理院基盤地図情報 
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※出典：国土地理院基盤地図情報 
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※出典：国土地理院基盤地図情報 
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②本地区に定められている建築やまちづくりに関する法令等 
 

  現在、本地区で定められている建築やまちづくりに関する主な法令等を以下に示します。 

 

 ア．用途地域等（都市計画法＋建築基準法） 

・本地区では「用途地域」と「文教地区」により、建

てられる建物の用途が制限されています。 

・用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠と

しての土地利用を定めるもので、13 種類あります。

用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、

建てられる建物の種類が決められます。 

・文教地区は、用途地域を補完する「特別用途地区」

の１つで、本地区のほとんどには「第１種文教地区」

が指定され、学校、図書館等の教育文化施設とこれ

と一体となった良好な住宅地の環境の形成や保護を

図るため、風俗営業関連建築物、ホテル、劇場、マ

ーケット、遊技場、一定の工場が規制されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

向ヶ岡弥生地区の用途地域 

向ヶ岡弥生地区で建てられる用途 
※出典：文京区都市計画図 

    （地域地区等） 
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ca ａ：建築面積 

C：敷地面積 
ca

b

ａ+ｂ：延べ面積 

C：敷地面積 

 イ．建ぺい率・容積率（都市計画法(用途地域)＋建築基準法） 

・建築面積の敷地面積に対する割合を「建ぺい率」、延べ面積の敷地面積に対する割合を「容積率」

と呼びます。 

・本地区の建ぺい率は、根津駅近くの近隣商業地域が 80％であるほかは全て 60％、容積率は全域

300％となっています。 

 

    建ぺい率                  容積率 

 

 

 

 

 

 
 

建築面積              ａ                      延べ面積               ａ＋ｂ 
           建ぺい率＝ ―――――×100（％）＝ ―×100（％）        容積率＝ ―――――×100（％）＝ ―――×100（％） 

敷地面積              C                             敷地面積                C 

 

 

  ●建ぺい率 

・奥行 10ｍの敷地に建ぺい率 60％で建物を建てると、下図のようになります。（図の濃い黄色の

部分） 

・本地区の準防火地域（言問通り沿道以外）では、令和元年の法改正で、建物を準耐火建築物以

上で建てる場合に、建ぺい率を 10％緩和できるようになりました。（図の点線部分） 

 

         40 ㎡の敷地        60 ㎡の敷地         80 ㎡の敷地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●容積率 

・容積率は、前面道路の幅員が 12ｍ未満の場合、幅員に低減係数（住居系用途地域：0.4、商業系

用途地域：0.6）を乗じた数値と指定容積率を比較して、低い方が適用されます。 

・例えば住居系用途地域では、指定容積率が 300％であっても、前面道路の幅員が４ｍの場合に

は、容積率の上限は、4（ｍ）×0.4×100＝160％となります。 

・近年、容積率の割り増しを認める様々な法改正等が行われており、これにより特にマンション

については、昔と比べてより大きな建物が建てられるようになっています。 
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向ヶ岡弥生地区の道路幅員          容積率を割り増す主な法改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ウ．隣棟間隔（民法＋建築基準法） 

・民法では、建物を建築する際は原則として敷地境界線から 50cm 以上離すこととされています。

ただし、隣同士で承諾すれば、必ずしも 50cm以上離す必要はありません。 

・また、建築基準法では、防火地域または準防火地域内で外壁を耐火構造にする場合は、境界線

に接して建ててもよいとされています。 

 

 

エ．敷地面積等 

（文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱） 

   ・区は、300 ㎡以上の敷地の分割または４棟以上の建売の場合に、１区画当たりの宅地の面積を

60㎡以上とすることなどの指導を行っています。 

   ・また、一定規模以上の中高層建築物を対象に、ごみ置き場、自動車・自転車等の駐車施設、防

災備蓄倉庫の設置や町会・自治会への加入の促進などの指導を行っています。 

 

 

 

  

※出典 ベース図：平成 28 年度土地利用現況調査 

幅員：区資料 

〇昭和 62年 

 

 

 

〇平成 7年 

 

 

〇平成 9年 

 

 

〇平成 26年 

 

幅員 15ｍ以上の道路（特定道路）

に接続する幅員 6～12ｍの前面

道路について、特定道路からの距

離に応じて容積率を割り増す 

住宅の地下室について、合計床面

積の 1/3を限度として、容積率に

算入しない 

マンション等の共同住宅の共用

部分（廊下、階段等）については

容積率に算入しない 

エレベーターの昇降路の部分の

床面積を容積率に算入しない 
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 オ．道路斜線（都市計画法(用途地域)＋建築基準法） 

・「道路斜線」とは、道路の反対側の境界から引かれる一定の傾き（住居系用途地域 1：1.25、商

業系用途地域 1：1.5）の線を超えた建物は建てられないという制限です。 

・建物を前面道路から後退させて建てると、後退した距離の分だけ前面道路の反対側の境界線が

外側にあるものとみなされます。例えば、住居系用途地域で前面道路が幅員４ｍの場合、２ｍ

後退させて建てると、（4＋2×2）×1.25＝10ｍとなり、３階建てを建てられるようになります。 

 

住居系用途地域の場合     商業系用途地域の場合    建物の後退による緩和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．高度地区（都市計画法＋建築基準法） 

・「高度地区」とは、用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、

建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める制限で、市区町村が必要に応じて定めます。 

・文京区では、高さの最高限度を定める高度地区については、斜線型、絶対高さ型、併用型（斜線

型＋絶対高さ型、右下図）の３種類の高度地区を定めています 

・本地区の高度地区は併用型で、北側の敷地境界からの第３種高度地区の斜線制限のほか、絶対高

さ制限を 17ｍ（５、６階程度）、22ｍ（７階程度）、24ｍ（７、８階程度）に定めています。 

 

向ヶ岡弥生地区の高度地区            第３種高度地区 

 

 

 

 

 

  

※出典：文京区防火・高度地区図 

※出典：区報ぶんきょう 

道　路 道　路 道　路 後退距離

2ｍ 4m 2ｍ

1.0

1.25

1.0

1.5

1.0

1.5

建物が後退
した場合の
道路斜線 

建物が後退
しない場合
の道路斜線 
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  ●道路斜線と高度地区               道路斜線と高度地区のイメージ 

・高度地区の絶対高さ制限が 22ｍの第３種高度

地区の場合、右図の黄色の範囲内に建物を建

てることができます。この図をみると、南北

の幅が大きい敷地ほど高さの高い建物を建て

られる可能性があるといえます。 

・ただし、本地区には次の「日影規制」が定め

られており、その規制の影響で、黄色の範囲

内でも建物を建てられない場合があります。 

 

 

キ．日影規制（建築基準法） 

・「日影規制」は、本地区の場合高さ 10ｍを超える建物を対象に、建物によって周囲の敷地が連

続して日影となる時間に上限を定めて建物の高さや形態を制限するものです。 

・一年で日影が最も長くなる冬至の午前８時～

午後４時の日影を対象に、実際に地面にでき

る日影ではなく、地面より高い所の測定面（本

地区の場合高さ４ｍ）を想定して測定します。 

   ・敷地境界線の外側の５～10ｍの範囲と 10ｍを

超える範囲のそれぞれに日影規制時間が決め

られており、連続して日影となる時間を規制

時間以内としなければなりません。 

・本地区の日影規制時間は、言問通り沿いの第

２種住居地域と近隣商業地域は、５～10ｍの

範囲が５時間、10ｍ超の範囲が３時間、その

他の区域は、５～10ｍの範囲が４時間、10ｍ

超の範囲が２.５時間となっています。 

 

●建物の高さに関するスタディ 

・約 1,030㎡の大規模な敷地で、現在の建築制限の下でどのような建物が建つかを検討したとこ

ろ、日影規制の制約が大きく、極端に高い建物は建てられないことがわかりました。 

・建て方によっては高さ 19ｍ（６階建て相当）の建物が建つ可能性がありますが、高さを 16ｍ

（５階建て相当）に抑える方が延床面積が広くなるため、実際には 16ｍの方が選択されると思

われます。 

 

19ｍ（６階建て）              16ｍ（５階建て） 

 

 

 

 

  

日影規制のイメージ（4 時間、2.5 時間の場合） 
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ク．景観（景観法、文京区景観づくり条例、文京区景観計画） 

・文京区では平成 25年 10月に景観法に基づく「文京区景観計画」を策定し、文京区景観づくり

条例に基づく景観事前協議や景観法に基づく行為の届出により、きめ細かな景観づくりを進め

ています。 

 

景観事前協議と届出の対象となるもの（向ヶ岡弥生地区に関して） 

対象行為 対象規模 必要となる手続 

建築物（長期優良住宅以外)の建築等 

（新築、増築、改築、又は移転その他

外観の過半にわたる色彩の変更若し

くは模様替え） 

敷地面積≧４００㎡ 又は 

延床面積≧１,０００㎡ 

・景観事前協議 

・景観法に基づく

届出 

長期優良住宅の建築等 すべて 

工作物の建設等 建築基準法第８８条に規定する工作

物：煙突、広告塔、高架水槽、擁壁等 

開発行為 計画面積≧５００㎡ 

屋外広告物の表示等 東京都屋外広告物条例に基づく設置

の許可を必要とするもの 

・景観事前協議 

道路・公園・河川・橋梁などの整備 すべて 

 

 

ケ．緑化（文京区みどりの保護条例、文京区緑化ガイドライン） 

・文京区では、「文京区みどりの保護条例」に基づき、200 ㎡以上の敷地における建築に対して、

緑化する面積の基準と植栽する樹木本数の基準を満たす緑化計画書の提出を求めることによ

り、緑化を推進しています。 

 

条例の基準に基づく２００㎡の敷地での緑化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・緑化面積：２２㎡ 

・中高木：６本 
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コ．ワンルームマンション（文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例） 

・文京区では、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」に基づき、ワンル

ームマンション等に対する指導を行っています。 

対象 ・次の 2 つの条件がそろったワンルーム形式の住戸を含む建築物 
 1. 専用面積が 40 ㎡未満の住戸をワンルーム形式の住戸という。 
 2. 共同住宅、寄宿舎又は長屋で、ワンルーム形式の住戸が 10 戸以上 

周知 ・標識の設置、説明会の開催等を行わなければならない。 

事前協議 ・事業計画について区長と協議しなければならない。 

建築に関
する基準 

・ワンルーム形式の住戸の専用面積は 25 ㎡以上としなければならない。 
・住宅総数が 15 戸を超える場合は、住戸総数から 15 を引いた数の 1／2 以上の戸数
の住戸の専用面積を 40 ㎡以上としなければならない。 

・隣地境界線からの壁面後退 50 ㎝以上確保（努力義務） 
・敷地内の緑化 
・廃棄物保管場所、再利用対象物保管場所の設置 
・自動車、自転車、自動二輪車、原動機付自転車の駐車施設の設置 
・管理人室の設置 
・集会室の設置（努力義務） 

その他 ・バリアフリーに配慮した住戸（努力義務） 
・高齢者、障害者等の受け入れ（努力義務） 
・適正な管理 
・建物の使用規則等を作成し、入居者にその内容を遵守させる 
・入居者の町会・自治会への加入の促進（努力義務）   

 

サ．民泊（文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例、文京区における住宅宿泊事業ガイドライン） 

・文京区では、「文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例」（民泊条例） に基づき住宅宿泊事業（民

泊）に対する指導を行っています。 

対象 ・旅館業法第３条の２第１項に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を
宿泊させる日数が１年間で 180 日を超えないもの 

区への 
届出 

・文京区で住宅宿泊事業を行おうとする場合は区への届出が必要 
・届出を行った住宅宿泊事業者は、年間 180 日を超えない範囲で住宅を活用して宿泊サ
ービスを提供する事業を営むことができるようになる 

実施の 
制限 

・第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域、文教地区においては、日曜日の正
午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができない。 

届出の
手続き
等 

・区との事前相談、近隣住民への事前周知 
・住宅宿泊事業を営もうとする住宅の安全確保措置 
・分譲マンション内で住宅宿泊事業を実施する際の管理規約の確認等 
・家主不在型の場合の管理業務委託等 
・関係機関等との相談・調整    

事業者
の行う
べき業
務 

・宿泊者の衛生、安全の確保 
・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 
・宿泊者名簿の備付け等 
・周辺地域の生活環境への悪化防止に関し必要な事項の説明 
・苦情等への対応 
・住宅宿泊管理業務の委託 
・宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託 
・標識の掲示 
・感染症、事件事故等の発生時の処理   等 
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（３）近年の動向、変化 

  ●人口は横ばい、多様な年齢・属性の方が居住 

・本地区（弥生 2丁目）の人口は、細かく増減しながらほぼ横ばいで推移しています。 

・5歳階級別人口をみると、20歳代の男性が多いことが特徴であり、東京大学に隣接しているこ

ともあって、学生や若い単身者が多数住んでいることが推察されます。 

   ・老年人口（65歳以上）の割合は平成 31年時点で 21.6％であり、定義上は「超高齢社会」（老

年人口比率 21％以上）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弥生２丁目の５歳階級別人口（単位：人、H31.1.1 現在、住民基本台帳） 
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  ●3階建ての増加、敷地の細分化 

・近年の本地区の最も大きな変化は、3階建ての建物の増加です。3階建てが増加した理由として

は、次のようなことが考えられます。 

…昭和 62年の建築基準法の改正により、準防火地域内で木造 3階建ての建築が可能になった。 

…3階建ては、2階建てと比べてより小さな敷地で同じ延床面積を確保でき、本地区のように地

価が高い場所では有利である。 

…3階建ては高さが 10ｍ以下となり、日影規制がかからない。 

・3 階建ての敷地面積が 2 階建てよりも小さいことから、グラフのように地区全体の建物の棟数

も増加しており、敷地の細分化が進んでいることがわかります。 

 

    建物階数（S61）                建物階数（H28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データ：土地利用現況調査（昭和 61年度、平成 28 年度） 

 

  ●中高層建築物の増加 

・3階建てほど顕著ではありませんが、言問通り沿いなどを中心に、5階建て以上の中高層建築物

も増えています。理由の 1つとして、規制の緩和により、同じ容積率でも延べ面積のより大き

な建物を建てられるようになったことがあると考えられます。 

 

11

6

157

101

45

137

17

19

10

15 2

1

4

9

0 50 100 150 200 250 300

S61

H28

（棟）建物階数の変化（S61-H28）

1階 2階 3階 4階 5階 6階 7階 不明
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  ●新築住宅の小規模化 

・文京区内の向ヶ岡弥生地区と同じ建築制限（住居系用途地域、容積率 300％、建ぺい率 60％）

の地区では、平成 25～29年に建築された戸建て住宅の敷地面積は 60～70㎡が最も多かった一

方、平成 30 年～令和 4 年では 50～60 ㎡が最も多く、次いで 40～50 ㎡となっており、新築戸

建ての小規模化が進んでいます。要因としては建設費の高騰や地価の上昇などが考えられます。 

・新築の戸建て住宅の平均延床面積は、敷地面積が大きいほど大きく、また、取引価格（土地＋

建物の価格）は、当然のことながら敷地面積や延床面積が大きくなるほど高くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※データ：国土交通省不動産取引価格情報 

 

向ヶ岡弥生地区の地価公示の推移               地価公示（R4.1.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在：文京区弥生２-９-１２ 

用途区分：住宅地 

用途地域：第二種中高層住居専

用地域 

価格：１,０００,０００円／㎡ 
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向ヶ岡弥生地区の宅地面積別宅地数割合（H29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登記簿データにより推計 

 

  ●東京大学を中心とした豊かな緑 

   ・弥生地区（弥生一・二丁目）の緑被率（（樹木被覆地面積＋草地面積）／地区面積）は、東京大

学の緑があることによって区内でも上位にあり、緑の豊かさが感じられる地区となっています。 

   ・長期的には、敷地の細分化による庭木の減少などにより緑が減少する傾向にありますが、直近

では緑化の各種の取り組みの効果か、緑被地の面積が微増しています。 

 

     区域別緑被率 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※出典：第８次文京区緑地実態調査報告書概要版 

 

1975（昭和 50）年の航空写真          2019（令和元）年の航空写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：国土地理院撮影の空中写真 

6.5%

37.5%

8.2%

3.2%

25.0%

8.2%

5.4%

37.5%

6.5%

8.6%

9.2%

11.8%

10.9%

4.3%

13.0%

11.8%

9.8%

12.9%

13.6%

35.5%

20.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

弥生2丁目北（13～20番地）

弥生2丁目東（12番地）

弥生2丁目南（1～11番地）

弥生2丁目の宅地面積

60㎡未満 60～70㎡ 70～80㎡ 80～100㎡ 100～120㎡

120～140㎡ 140～160㎡ 160～200㎡ 200㎡以上
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３．まちづくりに関する検討内容 

（１）地区計画制度の概要 

  ●地区計画とは 

・地区計画は、地区の課題に対応するため、住民が主体となってつくる建物等に関する地区独自

のルールです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地区計画では、「目標」、「方針」、「地区整備計画」を定めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地区整備計画では、下図に示すような法で定められた項目の中から選択して、地区の特徴や課

題に応じたルールを定めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：全国地区計画推進協議会 

※出典：全国地区計画推進協議会 
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  ●地区計画の策定方法          

・地区住民が主体となって、まちの課題に対応するためにルールの内容を検討し、広く住民の意

見を反映させながら、最終的には文京区が都市計画として決定します。 

 

地区計画の策定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●地区計画と任意のルールの比較 
・地区計画と法に基づかない任意のルールには、次のような違いがあります。 

 

 

 

  

※出典：全国地区計画推進協議会 
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（２）検討会及び地区住民の意見 

   ここでは、まちづくりルールの検討過程で出された意見を、検討したルールの項目ごとに次の４

つに分けて示します。 

 

 

   1.中間まとめ（令和元年）までの検討会での意見 

   2.ワークショップ（中間報告会、以下「ＷＳ」）での意見（令和 2年） 

   3.権利者アンケートの結果（令和 2年） 

   4.令和 2年度の検討会（書面開催）での意見 
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①建物の高さ 

   本地区ではすでに「高度地区」によって、建物の高さの上限が、17ｍ（地区南側）、22ｍ（地区北

側）、24ｍ（言問通り沿道）で制限されているのに対し、周辺の街並みから突出した建物の建築を防

ぐため、高さ制限の強化が必要かどうかを検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■高さ制限について 

意 見 理 由 

○新たな制限は必要ない 

○建物は高くてもよい 

・高さは気にならない。 

・高さを高くすることで建物の周りに緑を確保できるのであれば、その方がよい。 

・床面積を確保するために必要であれば、ある程度の高さは仕方ない。 

・言問通りは防火帯として機能させるため、高さ制限 22ｍはそのままとすべき。 

○地区の南側の制限を

17ｍにしたい 

・建物の高さがどんどん高くなることが気になる。 

・他の制限で 22ｍまで建たないのだから、22ｍは高すぎる。 

・南北の地区の高さ制限を合わせる。 

・マンション建設に対して一定の抑止効果があると思うが、現マンショ

ン住民はどのように思うか？ 

○高さを低く抑えたい 

（15ｍ､10～15ｍ､3 階程度） 

・これ以上高い建物が建たないようにしたい。 

■制限の方法について 

○エリアや場所の条件によって制限を変える。 

○敷地面積によって制限を変える。 

○壁面後退など他の形態制限との組み合わせで制限を考える。 

■中間まとめの方向性 

南側地区の高さの最高限度を 17ｍとする。（言問通りの沿道部分は除く） 

２ 

Ｗ
Ｓ 

・前面道路幅員や日影規制等により高い建物が建つ場所は限られているため、追加の制限は必要な

いのではないか。 

・高さ制限することで影響がある具体的なケースをみた上で判断をしたい。 

３ 
権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■南側地区の建物の高さの最高限度を 17ｍとする案について（回答者 113 名） 

 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■望ましいルールの内容（回答者 16 名） 

 

■「3.定めない」の理由 

・既存不適格というレッテルを貼

られる 

・三世代住宅を建てにくくなる 
68.8% 12.5% 18.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.南側の地区の高さの最高限度を17ｍとする
2.高さの最高限度を17ｍよりも低く定める
3.定めない
無回答

81.3％ 

65.5％ 



26 

②敷地の規模 

   敷地の細分化による日照、通風、防災性の悪化などを防ぐため、敷地面積の最低限度を定める必

要性について検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■敷地面積の制限について 

意 見 理 由 

○制限は必要ない ・敷地の分割は気にならない。 

・分割されることで環境が悪くなるとは思わない。 

・分割されるといっても限界があるはず。 

・相続税が高いため、相続時の影響が大きいのではないか。 

・街並みなどはデザイン性など住宅の作り方で担保できるのではないか。 

・敷地が大きいと価格が高くなり、若い人などが住めない。 

・分割されて戸建て住宅が増えることは地区の人口増加につながり、町内

会の現状などを考えれば、悪いことではないのではないか。 

・若いファミリー層が入ってくる可能性もあり、地区の活性化につながる。 

○小さすぎる宅地は制

限する 

・根津・千駄木などで見られる宅地は小さすぎる。 

・小さすぎる宅地は防災面で問題があるのではないか。 

・現状で制限よりも小さい敷地はそのままで建て替えられるため、制限

による影響は高さの制限よりは小さいのではないか。 

・相続で民間事業者に売却された際に際限なく分割される可能性がある。 

○制限が必要 

○80～100㎡程度で制

限してはどうか 

・業者が行う分割を防ぎたい。 

・地区のブランドを守りたい。 

・値段が上がっても売れるのではないか。 

■中間まとめの方向性 

意見が大きく分かれ、まとまらなかった。 

２ 

Ｗ
Ｓ 

・大きな敷地が残っている中で最低限の分割可能ラインを定める必要がある。 

・現在でも住宅の価格は高く、ファミリー層が購入できない。80～100 ㎡もの土地は買えない。新し

い世代が入ってくれないまちは目指すべき将来像と異なるのでは。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■敷地面積の最低限度を 60㎡（約 18坪）程度で定める案について（回答者 113 名） 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■望ましいルールの内容（回答者 16 名） 

 

■メリット（上位 3 つ） 

・防災面の悪化の防止（62.5%） 

・宅地内の緑化が可能（50.0%） 

・ブランドや風格の維持（50.0%） 

■デメリット（上位 3 つ） 

・無い、少ない（62.5%） 

・住宅価格の上昇、若い人が住め

ない（43.8%） 

・相続時に分割できない（37.5%） 

50.0% 18.8% 31.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.50㎡程度 2.60㎡程度 3.80㎡以上

4.定める必要がない 無回答

68.8％ 

69.0％ 
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③壁面後退 

   建物が敷地の境界際に建って住環境や防災性が悪化することなどを防ぐため、建物の壁面を隣地

や道路から一定距離以上離すルールの必要性について検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■壁面後退について 

意 見 理 由 

○制限は必要ない ・気にならない。 

・1ｍ程度隣地との間隔を確保したとして、どれだけの効果（日照・

通風・プライバシー確保等）があるのか？ 

・プライバシーや防災性は、住宅の性能で対応できるのではないか。 

○隣地からの壁面後退が必要 

○民法の 50 ㎝は守りたい 

・住宅の修繕や建替えで足場を確保できる程度の最低限の間隔は必

要ではないか。 

○前面道路からの壁面後退が

必要 

・防災面では隣棟間隔よりも重要ではないか。 

○隣棟間に塀を設けない制限

も必要 

 

■中間まとめの方向性 

意見が大きく分かれ、まとまらなかった。 

２ 

Ｗ
Ｓ
意
見 

・人が入れて建物の補修ができる程度の最低限の幅は必要ではないか。 

・お互いの了解（民法）以上のルールは不要なのではないか。 

・建物の間隔が詰まることによる防災・防犯上のリスクはどのようなものか。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■建物の壁面を隣地や道路の境界から一定距離以上離すルールについて（回答者 113 名） 

 

 

 

 

 

 

 

■必要であると答えた方が必要だと思う場所（回答者 70 名） 
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４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

◇隣地側の壁面後退について 

■望ましいルールの内容（回答者 16 名） 

 

 

 

 

 

 

■メリット（上位 3 つ） 

・防災面の悪化の防止（75.0%） 

・メンテナンス空間の確保（56.3%） 

・大規模な共同住宅による影響の

緩和（43.8%） 

 

 

■狭い敷地等への特例の適用（回答者 14 名） 

 

 

 

 

 

■広い敷地への異なる制限の適用（回答者 16 名） 

 

■デメリット（上位 3 つ） 

・宅地面積が小さい場合などに建

てにくい（62.5%） 

・無い、少ない（37.5%） 

・その他（18.8%） 

（民法のルールがあれば良い、既

に建てている人が得をする） 

 

■広い敷地への異なる制限につい

て  

・通路・通り抜けなどの別の制限

が必要 

 

○その他 

・狭い敷地、広い敷地の定義がわ

からない 

 

◇道路側の壁面後退について 

■望ましいルールの内容（回答者 16 名） 

 

 

 

 

 

■狭い敷地等への特例の適用（回答者 10 名） 

 

 

 

 

 

■広い敷地への異なる制限の適用（回答者 16 名） 

 

 

■メリット（上位 3 つ） 

・緑化空間の確保（68.8%） 

・道路上の開放感（62.5%） 

・火災の延焼の抑制（37.5%） 

 

■デメリット（上位 3 つ） 

・宅地面積が小さい場合などに建

てにくい（56.3%） 

・無い、少ない（31.3%） 

・気にならないので余計な制限に

なる（18.8%） 

 

■望ましいルールの「3.定める必

要がない」の理由 

・狭い敷地がさらに狭小化する 

 

■その他 

・狭い敷地、広い敷地の定義がわ

からない 

 

12.5% 43.8% 31.3% 12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.50㎝より狭く定める（30㎝等） 2.50㎝で定める
3.50㎝よりも広く定める（80㎝等） 4.定める必要がない
無回答

87.5％ 

35.7% 57.1% 7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.特例は認めなくてよい 2.特例を認めるべき 無回答

43.8% 37.5% 6.3%
6.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.広い敷地に対して、隣地側の壁面の位置の制限を大きく定める
2.隣地側の壁面の位置の制限は、敷地面積に関わらず一律で定める
3.広い敷地に対してのみ、隣地側の壁面の位置の制限を定める
4.隣地側の壁面の位置の制限はいっさい定める必要がない
無回答

18.8% 43.8% 37.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.50㎝程度で定める 2.１ｍ程度で定める
3.定める必要がない 無回答

62.5％ 

58.8% 17.6% 11.8%
5.9%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.広い敷地に対して、道路側の壁面の位置の制限を大きく定める
2.道路側の壁面の位置の制限は、敷地面積に関わらず一律で定める
3.広い敷地に対してのみ、道路側の壁面の位置の制限を定める
4.道路側の壁面の位置の制限はいっさい定める必要がない
無回答

31.3% 37.5% 31.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１.特例は認めなくてよい ２.特例を認めるべき 無回答
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④建物等の色彩、デザイン 

文京区は、良好な景観を形成するため、「文京区景観計画」の中で建物の外壁と屋根の色彩につい

ての基準を定め、一定規模以上の建物の建築等に対して協議及び届出を求めていますが、一定規模

を下回る建物については色彩の確認ができないことや、改修の際に外観の過半でない塗り替えであ

れば協議及び届出の対象とならず、基準に合わない色彩となってしまうことがあることなどから、

検討会では文京区景観計画よりも厳しいルールが必要かどうかを検討しました。 

   また、検討会では、建物の室外機や配管等についても、景観の悪化や歩行者等への迷惑の要因と

なることから、ルールの必要性について検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■建物等の色彩について 

意 見 理 由 

○制限は必要ない ・色が派手でも構わない。（楽しげになる） 

・派手の基準を決めにくい。 

・時代と共に色の感覚も変わるのではないか。 

・色だけではなく周囲とのデザイン的な調和も影響するのではないか。 

・根津のような地域特性の際立った地区であればデザインのルールを決めてよ

いと思うが、当地区は違うのではないか。 

○制限は必要 ・ピンク、水色、黒などの派手な色や強い色は制限したい。 

・自販機や看板の色や、電飾なども気になる。 

・色だけでなく材質の制限も重要ではないか。 

■中間まとめの方向性 

建物等の色彩の独自ルールについては意見が大きく分かれ、まとまらなかった。 

建物の室外機や配管等について、景観に配慮した位置への設置や目隠しなどの工夫を求めるルール

を定める。 

２ 

Ｗ
Ｓ
意
見 

・外に見える部分＝公共的な部分と考える。ある程度のルールは必要。 

・街のイメージを保つためある程度のルールは必要ではないか。 

・本郷に立地するラーメン屋は室外機が道路に面しており、強烈な風・音量を発している。このよ

うなものが弥生にあると困るためルールが必要。 

・バルコニーの物置・物干しも景観に配慮した方がよいのではないか。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■景観計画よりも厳しい地区独自の色彩のルールの必要性について（回答者 113 名） 

 

 

 

 

 

■建物の室外機や配管等の設置についてのルールの必要性について（回答者 113 名） 
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４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■地区独自のルールが必要なもの（複数回答、回答者 14 名） 

 

 

 

 

 

 

■「5.その他」の内容 

・自動販売機の色彩や大きさ、光

量など 

 

 

 

  

64.3%

0.0%

78.6%

64.3%

7.1%

14.3%

0% 50% 100%

1.建物の外壁や屋根の「色彩」

2.建物の外壁や屋根の「材質」

3.室外機、配管、ダクト等の景観的な配慮

4.広告物の色彩や大きさなど

5.その他

6.独自ルールは必要ない、景観計画で十分
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⑤緑化 

文京区は、「文京区みどりの保護条例」に基づき、200㎡以上の敷地における建築に対して、一定

の基準を満たす緑化を求めています。検討会では、区の条例よりも対象の範囲を広げるなど、緑化

のルールをより厳しくする必要性などについて検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■現況について 

○住宅地の緑 ・庭木がはみ出て通行の邪魔になっている。 

・庭木や緑地のメンテナンスコストが高く、創出はできても維持が難しい。 

・塀が高すぎると緑が見えなくなる（緑視率が下がる）のではないか。 

・宅地分割により住宅地の緑の割合が減っているのではないか。 

○公共的な緑等 ・台東区側の寺や東大の落ち葉が気になる。 

・地区のみどり環境は東大に支えられている。 

・住宅地も東大の緑も昔よりも減ってしまった。 

■対応策について 

○緑の維持管理 ・庭木の育て方をレクチャーしてはどうか。 

・メンテナンスに対する助成金制度があるとよい。 

○緑の創出 ・街路樹など、公共の場の緑を増やしてはどうか。 

・屋上緑化やバルコニー緑化を進めてはどうか。 

・共同住宅に対して緑化を義務づけてはどうか。 

・一般住宅への緑化は鉢植えの設置でも可とすると管理が楽なのではないか。 

・緑化率を定めなくても、敷地の規模を制限することが緑化に繋がるのでは。 

■中間まとめの方向性 

まずは既存の緑の維持管理を推進するための支援策が必要。 

緑化のためのルールについては検討不十分。 

２ 

Ｗ
Ｓ 

・東大の豊かな緑が近くにあるので当地区への緑のルールは不要ではないか。 

３ 
権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト 

■区の条例よりも厳しい地区独自のルールを定める必要性について（回答者 113 名） 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
の
意
見 

■地区独自のルールの必要性（回答者 14 名） 

 

 

■メリット 

・うるおいや風格の醸成（71.4%） 

・ヒートアイランドの緩和（57.1%） 

・生物の育成（42.9％） 

・ＣＯ２の削減（42.9％） 

■デメリット 

・維持のためのコスト（42.9%） 

・落ち葉の掃除・処理（42.9%） 

・狭い敷地には無理（42.9%） 

■「3.その他」の内容 

・一軒家に対し努力義務を定める 

50.0% 14.3% 7.1% 28.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.200㎡未満の敷地についても、緑化に努めてもらう努力義務を定める
2.200㎡未満の敷地についても、緑化率の最低限度を明確に定める
3.その他
4.独自ルールは必要ない、区の緑化計画で十分
無回答

71.4
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⑥塀 

   緑化を進める方法の一つでもある、道路に面して設ける塀に関するルール（生け垣化など）の必

要性について検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め

ま
で
の
意
見 

■対応策について 

・生け垣、透過性の高い塀とすることで、緑視率を上げられるのではないか。 

■中間まとめの方向性 

ルールは必要無しという結論になった。 

２ 

Ｗ
Ｓ 

※特に意見なし。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■ブロック塀等を禁止し、フェンスや生け垣にするルールを定めることについて（回答者 113 名） 

 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■望ましいルールの内容（回答者 14 名） 

 

 

■メリット 

・地震時等の倒壊の防止（71.4%） 

・緑化の推進（42.9%） 

・見通しの確保による防犯性の向

上（28.6%） 

 

■デメリット 

・プライバシーの悪化（35.7%） 

・侵入しやすさによる防犯性の悪

化（35.7%） 

・緑化する場合の維持のコスト

（35.7%） 

 

 

 

  

14.3% 21.4% 21.4% 42.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.一定の高さ（60㎝など）以上のブロック塀等を禁止

2.生け垣または透過可能なフェンス。ただし、一定の高さ（60㎝など）

以下のブロック塀等は可
3.生け垣または透過可能なフェンスに沿って緑化したもの。ただし、

一定の高さ（60㎝など）以下のブロック塀等は可
4.その他

5.定める必要がない

57.1％ 
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⑦店舗 

   地区内に出店する店舗に対するルールの必要性について検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■現状について 

・地区内にバーができたが、いつまで続くか注目している。 

・店舗は周辺に充実しているので当地区は住宅中心でよいのではないか。 

・現状では規模の大きい店舗はないが、今後立地する可能性があり懸念される。 

■対応策について 

・新規に相当規模の店舗が立地する際には、看板や駐車・駐輪場の設置、室外機の設置などについ

て指導できるとよいのではないか。 

■中間まとめの方向性 

店舗の出店の際に協議・調整できる仕組みを作りたいが、方法について引き続き検討する。 

２ 

Ｗ
Ｓ 

※特に意見なし。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■店舗の出店に際して、看板、駐車場・駐輪場、営業時間などに関する協議や調整を行うルールを

定めることについて（回答者 113 名） 

 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■地区独自のルールが必要なもの（複数回答、回答者 11 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■任意のルールや地元による事前協議について(回答者 11 名) 

 

 

■各項目のルールの具体的内容 

〈1.店舗の規模〉 

・言問通りを除き 150 ㎡を超える

店舗、飲食店は不可 

〈2.店舗の種類〉 

・飲酒できる店は不可 

〈3.看板、広告物〉 

・景観を損なうもの、電飾は不可 

・大きさは最小にする 

・のぼり、立て看板は不可 

〈4.駐車場、駐輪場〉 

・近隣に迷惑をかけない 

・駐輪場の設置 

〈5.営業時間〉 

・深夜、早朝は不可（8～22 時等） 

〈6.騒音〉 

・近隣に迷惑をかけない 

〈7.臭い、臭気、室外機〉 

・近隣や通行人に迷惑をかけない 

〈8.ゴミ出し〉 

・ゴミ置き場等の設置、清掃 

・産廃業者との契約 

・ゴミ出しルールの厳守 

 

36.4%

36.4%

72.7%

45.5%

72.7%

63.6%

63.6%

63.6%

18.2%

0.0%

18.2%

0% 50% 100%

1.店舗の規模の制限

2.店舗の種類の制限

3.看板、広告物

4.駐車場、駐輪場

5.営業時間

6.騒音

7.臭い、排気、室外機

8.ゴミ出し

9.その他

10.独自のルールは必要ない

11.無回答

63.6% 36.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.良さそうなので検討を進めたい 2.良くない 3.無回答
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⑧ワンルームマンション 

   文京区は、「文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」に基づき、ワンルーム

マンション等に対して、紛争の防止や円滑な近隣関係の保持、良好な生活環境の維持のため、各種

の指導を行っています。 

   検討会では、住戸数が 10戸未満など、条例の対象とならないワンルームマンションにおいて、ゴ

ミ出し等の生活マナーや町会活動への参加などの面で問題が見られるとの指摘があったことから、

特にワンルームマンションの管理に関する地区独自のルールの必要性について検討しました。 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■現状について 

・ワンルームマンションの需要は多いため、存在そのものは否定できない。 

・条例が守られていないことが問題である。 

・条例の規制対象にならない規模のマンションで、町会費の支払いや駐輪場設置に関するトラブル

（十分な台数が整備されず道路に駐輪している等）が発生している。 

・小さい規模の共同住宅は管理人の不在時間帯が多く、管理の目が行き届かないのではないか。 

・オーナーの所在が不明で管理代行会社とのコミュニケーションがうまくとれない。 

■対応策について 

・条例をいかに守ってもらうかが重要である。 

・当地区では、小さい規模のワンルームマンションにも条例の内容を適用できるようにしたい。 

■中間まとめの方向性 

施設の管理について区の条例よりも厳しく制限したいが、方法については引き続き検討する。 

２ 

Ｗ
Ｓ 

・ワンルームマンションが既に建っている現状である。その上で共存策を検討していく必要があ

る。マンションの住民に学生が多いのであれば、東大とも協働して考えていくべきことである。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■ワンルームマンションの管理に関して、区の条例よりも厳しい地区独自のルールを定めることに

ついて（回答者 113 名） 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■地区独自のルールが必要なもの（複数回答、回答者 11 名） 

 

 

 

 

 

 

■任意のルールや地元による事前協議について(回答者 11 名) 

 

■各項目のルールの具体的内容 

〈6.その他〉 

・ゴミ出しや清掃する人を雇う

（常駐でなくてもよい） 

・町会への参加 

・事前協議について明記 

・今住んでいる人もできるルール

にすべき。道路の清掃や雪かき

は今もできていない 

 

 

72.7%

63.6%

45.5%

45.5%

72.7%

27.3%

0.0%

18.2%

0% 50% 100%

1.戸数に見合ったゴミ置き場や駐輪場の設置

2.ゴミ出しのルールの徹底

3.前面道路の清掃や雪かきの実施

4.管理人の設置

5.管理者の連絡先の掲示

6.その他

7.独自のルールは必要ない

8.無回答

63.6% 36.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.良さそうなので検討を進めたい 2.良くない 3.無回答
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⑨民泊 

   文京区は、民泊施設について「文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例」（民泊条例）を定め、民

泊を行う際には区への届出を求めるとともに、営業日数や曜日をはじめ、近隣環境に配慮するため

の各種の指導を行っています。 

   本地区では今のところ民泊の届出はありませんが、検討会では今後の立地を想定し、特に民泊の

管理について、区のガイドラインよりも厳しい地区独自のルールが必要かどうかを検討しました。

（なお、その後の精査により、民泊施設の管理については区の民泊条例により対応が可能なことが

判明しました。） 

 

１ 

中
間
ま
と
め
ま
で
の
意
見 

■現状について 

・民泊条例では、営業日数の規制あるものの、管理人の有無に関する規定がない。ワンルームマン

ションなど管理人が滞在しない建物での民泊が増えるとトラブルが懸念される。 

■対応策について 

・民泊施設での管理人の滞在をルールとして加えたい。 

■中間まとめの方向性 

施設の管理について区の条例よりも厳しく制限したいが、方法については引き続き検討する。 

２ 

Ｗ
Ｓ 

・民泊は現在弥生地区にないからこそ、先手を打って制限すべき。 

３ 

権
利
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果 

■民泊の管理に関して、区のガイドラインよりも厳しい地区独自のルールを定めることについて

（回答者 113 名） 

 

４ 

令
和
２
年
度
検
討
会
意
見 

■地区独自のルールが必要なもの（複数回答、回答者 11 名） 

 

 

 

 

 

 

 

■任意のルールや地元による事前協議について(回答者 11 名) 

 

■各項目のルールの具体的内容 

〈4.その他〉 

・民泊を禁止する 

・トラブルが発生した場合にすぐ

に現場に来られる人を管理者と

する 

・民泊施設であることを表示する 

・宿泊者との付き合い方 

〈6.無回答〉 

・民泊の定義がわからない 

 

■任意のルールや地元による事前

協議について 

・地元の組織に一任するのでなく

行政も一体化確認協議が必要 

・事前協議は甘くない 

54.5%

54.5%

54.5%

54.5%

0.0%

18.2%

0.0% 50.0% 100.0%

1.管理人の設置

2.管理者の連絡先の掲示

3.宿泊者のマナーの徹底（ゴミ出し、騒音等）

4.その他

5.独自のルールは必要ない

6.無回答

45.5% 54.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.良さそうなので検討を進めたい 2.良くない 3.無回答
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（３）まちづくりルール 

   以上の検討において検討会委員または権利者アンケートの賛成の割合が概ね７割以上だった内容

をもとに、「まちづくりルールのイメージ」を取りまとめました。 

   今後の検討の参考としてその内容を以下に示します。 

 

 

 ■まちづくりルールのイメージ 

１.まちづくりの目標 

   ○現在の良好な住環境や街並みを維持・保全する。 

   ○多世代が安心して住み続けられる緑豊かで快適な市街地を形成する。 

 

２．地区計画で定めるルール 

地区区分 住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ 沿道地区 商業地区 

建築物の敷地面積

の最低限度 
６０㎡ 

壁面の位置の制限 
隣地境界線から５０ｃｍ以上 － 

建築物等の高さの

最高限度 

１７ｍ 

ただし、区長が認めるものについては

この限りではない。（※） 

２２ｍ 

ただし、区長が認

めるものについ

てはこの限りで

はない。（※） 

２４ｍ 

ただし、区長が認

めるものについ

てはこの限りで

はない。（※） 

建築基準法第５９条の２の許可（総合設計制度）による建築物については、

高さの最高限度を適用しない。（※） 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

1.建築物の外壁、屋根等の色彩は、文京区景観計画の色彩基準（一般基準）

の別表１に適合したものとする。 

2. 配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮し、位置

や目隠し等の工夫を図る。 

3. 広告物は、大きさ、位置について周辺の景観に配慮し、刺激的な原色や光

源の点滅、赤色光は使用してはならない。 

土地の利用に関す

る事項 
敷地内の既存の樹木の保全と緑化に努める。 － 

   ※：文京区の高度地区の規定に合わせた。 
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３．任意のルール 

地区区分 住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ 沿道地区 商業地区 

店舗 1.店舗の営業時間は、午前 8 時から午後 10 時までとす

る。 

2.店舗で音楽の放送などで音を発生させる場合は、近隣

に迷惑をかけない音量にする。 

3.店舗で臭いが発生する場合は、近隣に迷惑をかけない

ようにする。 

4.ゴミ出しや自転車の駐輪方法等の地域のルールを順守

する。 

－ 

ワンルームマンシ

ョン 

1.戸数に見合ったゴミ置き場や駐輪場を敷地内に設置する。 

2.管理事業者名や連絡先を、第三者が分かる位置に掲示する。 

3.ゴミ出しや自転車の駐輪方法等の地域のルールを順守する。 

 

■地区区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅地区Ａ 

住宅地区Ｂ 

沿道地区 

商業地区 

※出典：文京区都市計画図（地域地区等） 
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４．まちづくりルールの必要性に関する検討内容 

   令和３、４年度の検討会で、まちづくりルールの必要性等について意見交換した際に出された意

見を以下に示します。 

 

■まちの将来像 

・現在の住み良い環境を維持したい。（多数） 

・安全・安心に暮らせるまちにしたい。 

・ワンルームマンションの住民とも交流したい。 

・次の世代も住みたくなるまちにしたい。若い人の意見も聞くべき。 

 

■目指すまちの実現のためにルールが必要か 

必要な場合、地区計画か任意ルールか 

・現在の環境を維持するため最低限のルールは必要。 

・ルールが厳しすぎると住みづらくなる。 

・法的拘束力のある地区計画が必要。 

・地区計画は一度決めると変更が難しい。 

・任意のルールで地区のあるべき姿を示したい。 

・地区計画と任意ルールの併用がよい。 

・現在の法規制で環境は十分維持されているので、新たなルールは必要ない。 

 

■守りたい向ヶ岡弥生地区の良さとは 

〇静かで落ち着いたまち 

・住居中心であり、商店が少ない。 

・静けさがある。 

・根津や白山のように小規模で建てこんでいないため、ゆったりした街並みである。 

・極端に高い建物、派手な建物がない。 

・東京大学に囲まれて独立していることで、静けさが保たれている。 

・警察署から配布される広報のデータで犯罪件数０となっており、治安が良い。 

・道路の見通しが良く、防犯上安心感がある。 

○利便性のあるまち 

・千代田線、南北線、大江戸線、丸ノ内線の４路線が使える。 

・道路が広い。 

〇静かで落ち着いたまち＋利便性のあるまち 

・下町（根津方面）と山の手（本郷・春日方面）の両方の良さがある。 

・住宅地としての静けさと商業地に近いという利便性がある。 

〇歴史や自然が残るまち 

・東京大学の緑や石垣がある。 

・古い建物がある。 

・弥生式土器発見の地である。 

・野鳥や虫の声など自然が感じられる。 

〇コミュニティ・多様な世代 

・長く住み続ける人が多いのが良い所であるため、世代を超えて住み続けられるようにしたい。 
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・コミュニティのつながりが強い町であるのが良い所。紳士協定で事が足りる意識の高いまち。 

・現状のルールでここまで続いている。 

・町会のつながりがある。 

 

■向ヶ岡弥生地区の良さを守り育てるためにルールが必要か 

ルールは必要 ルールは不要 

・現在、比較的大規模な分譲マンションが建設

されている。今後マンション建設が増える

のではないか心配である。 

→地区の良さを守るために最低限のルールは

必要ではないか。 

・地区計画などのルールが明文化されている

ほうが、新住民にとっては入り込みやすい

面もあるのではないか。 

・コミュニティへの参加がマストになるよう

なルールならあっても良いのではないか。 

・最近できた小規模な集合住宅では庭や緑が

確保されている。 

→緑や住環境重視ならば壁面後退などのルー

ルが必要なのではないか。 

・メンテナンスや建築のために必要な隣地か

らの壁面後退などの最低限のルールは必要

なのではないか。 

・現状のルールを守っているから今があるた

め、新しいルールは不要である。 

・現状でも敷地が分割されているが、極端に狭

小なわけではないため気にならない。 

・相続や不動産市場を考えると、敷地の分割が

必要である。 

・最低敷地面積の制限があると、敷地の分割が

できないため集合住宅等になる可能性が高

い。戸建て住宅の街並みを重視するのなら

ば、そうしたルールはないほうがよい。 

・変化を許容する町でありたい。 

・東京大学に囲われた立地であり、緑は東京大

学の樹木で十分である。 

・この地区の良さは他力によって成り立つこ

とが多いため、それらを守るためにはまち

のルールづくりよりも外交が必要。集団力

が求められる。 

 

■ルールの必要性に関する具体的な意見 

 
現
状
の
ル
❘
ル
で
は
不
十
分 
・
新
た
な
ル
❘
ル
が
必
要 

・ルールを作って積極的に守らなければどんどん普通になって（劣化して）いく。 

・既存のルールのみでは将来が不安。 

・ルールを作ることで、良好な環境を守ろうとする住民の意思表示ができる。 

・検討しているルール案は、環境を守るといっても既存のルールを大きく変えるのではな

く、変化を弱める程度の内容だと思うため影響は少ないのではないか。 

・法令等の範囲内で高さ等は守られているが、周囲の環境との問題を無視するのはいかが

なものか。 

・令和 2年に行ったアンケートでは 7割がルールを必要だと感じており、検討会の中のア

ンケート（令和 4年 2月）でも 8割が必要と回答している。この結果はある程度尊重し

ていくべき。 

・敷地の細分化、ワンルームマンションの増加が続いている現状のままでは、良好な環境

の維持は困難だと思う。 

・面積が広いとそれに合わせた大型のマンション建設が可能になるため、高さと面積を制

限するなど、最小限の地域としてのルールは必要。 

・ワンルームマンションは規模にかかわらずゴミ置き場を設置すべき。 

・建築費の上昇により、緑化するよりは床面積を増やす建物が増えてくるためルールがあ
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ってもよい。 

・近隣の東京大学の緑に頼っていていいのだろうか。 

 
現
状
の
ル
❘
ル
で
は
不
十
分 
・ 
新
た
な
ル
❘
ル
は
不
要 

・現状の「良い」を維持することにあまり意味を感じない。「良い」は時代と共に変わって

いくものだと思う。 

・現時点では細部のルールを決めなくても、将来的に協議会を設けられるよう、課題や指

標を整理しておきたい。 

・将来が不透明な時代に一度ルールをつくると撤廃することが大変。厳しいルールでは価

値が下がる。子供や孫に影響する。 

・コロナや建築費の高騰等、先が見通せない中でルールを作るべきではない。 

・近年の法令等の規制緩和の流れを汲めば、当地区もルールは厳しくせず間口は広くして

おくべきではないか。 

・現在のまちの状態は決して悪くないと思っている。既存のルールでできたまちに違和感

はない。あえてルールを作る必要があるのか。 

・子供世代のことを考えるとルールはあまり厳しくしないほうが良い。できればずっと住

んでほしいので。その上で、敷地面積のルールは不要と思う。 

・面積などで住民を差別したくない。上から目線ではないか。 

・地価が高いという点から考えると、土地が大きいままでは価格が高くなり誰も買えない

ので、敷地面積のルールは不要ではないか（分割できない可能性がある）。 

・現在も色彩に統一感がある訳ではないので、ルールを定めてもあまり効果がないのでは

ないか。 

・緑についても、人それぞれの価値観なので制限しなくてもよいのではないか。東京大学

の緑があることで十分である。 

 
そ
の
他 

＜任意ルールについて＞ 

・紳士協定のみを定めることは難しいか。 

・紳士協定を区がバックアップする仕組みを作って欲しい。 

＜合意形成について＞ 

・多数の意見（アンケートの結果）は無視できない。再度アンケートをとるなどステップ

アップするための手立てを講じたい。 

・ルールづくりをするかどうかすら意見がまとまらない中で、どうやってまとめていくの

か。時間がかかりすぎると検討の意味がないのではないか。 

・各々の土地の環境や生活状況等、考え方にも違いがありすぎるため、平行線でまとまら

ないように思う。 
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５．まちづくり検討会の休会について 

 

■休会とした理由 

以上のように検討会では、平成 29年 10月の会の設立以来、向ヶ岡弥生地区のまちづくりについ

て様々な議論を行ってきましたが、まちづくりルールの策定について検討会の委員の間で最後まで

合意に至ることができず、令和 5年 5月の検討会を最後に休会とすることになりました。 

まちづくりルールの策定について合意できなかった要因としては、次のようなことが考えられます。 

   

    ●向ヶ岡弥生地区の環境の良さや暮らしやすさについてはほとんどの委員が賛同したが、現

在の向ヶ岡弥生地区に何か課題があるかということや、課題の解決のためにまちづくりル

ールが必要かについては、長い時間議論しても意見が大きく分かれたままであった。 

    ●日常の生活マナーに関するルールなど、地区計画ではない任意のルールについては比較的

賛成する委員が多かったが、強制力の弱さなどから任意ルールの有効性等に疑問が持たれ、

策定が躊躇された。 

    ●検討テーマの幅が広かったことや途中から議論が平行線になったこと、新型コロナウイル

スの感染で対面式の会議を開催できなくなったことなどから、検討が長期化し、検討会の

欠席者も徐々に増えて、まちづくりの気運が低下してしまった。 

●検討会の会則の中で、検討会としての結論を出すためのルール（多数決など）を決めてい

なかった。 

 

 

 ■検討会の再開について 

   検討会は一旦休会としますが、今後、地区の状況の変化などによりまちづくりルールの必要性が

高まり、一定の条件を満たした場合は、検討を再開することにします。 

   令和 5年度の最後の検討会で再開の流れについて話し合い、以下の手順により検討会の再開を決

定することにしました。  

                 【再開決定までの手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
⑤新たな検討会委員による再開の最終決定 

  ・検討会委員の過半数の賛成で決定 

  ・再開の場合、検討会の会則等も改めて検討 

①複数の土地建物所有者による区への再開の要望 

  ・基本的には地区計画等のルールの検討を目的とする 

②区による要望の詳しい内容についてのヒアリング 

③区による再開に関する土地建物所有者アンケートの実施 

  ・再開やルール検討に対する賛成状況の確認 

④（一定以上の賛成を踏まえ）新たな検討会委員の募集 

  ・全員新たに募集するが、現委員の再任を妨げない 
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６．検討会委員の意見 

検討会の休会にあたり、検討会委員各々の意見が記載できるよう自由記述欄を設けたところ、

４名の委員から以下の意見が寄せられました。 

自由記述のため、原文のまま掲載します。なお、記載内容について検討会での調整は行ってい

ません。 

 

  ◇委員Ａ 

 

本検討会は、2017 年から 2023 年の６年間にわたって議論を続けましたが、残念ながら一定

の合意形成に至ることができず一時休会となりました。将来の当地区やその他の地区における

住民参加型のまちづくりに活かすことができるよう、参加者の視点から、検討会の運営や仕組

みについての反省点や改善点について意見を申し添えます。 

■議題の設定 

    本検討会は、とくに初期段階では、当地区の「まちづくり」という広い問題設定のもとにお

こなわれました。様々な観点から検討がなされ収穫も多かった反面、ゴミ出しのルール、カラ

ス対策、電柱地中化など、地区計画とは異なる水準の議論があとあとまで混在し、本検討会に

おいて主眼となるはずであった地区計画についての議論が深まりにくい副作用も生じました。 

    そのため、本検討会において独自に議論すべきことは何か、という合意をある段階でおこな

い、地区計画など、行政手続きの必要な点にしぼった検討を深めていくことが必要だったよう

に思われます。この観点からは、「まちづくり検討会」という多義的な名称の妥当性についても

検証の余地があるでしょう。 

    また、参加者の中には町内会（自治会）のメンバーが多く、本検討会と町内会の位置付けに

ついての認識の不一致や誤解もみられました。検討会は町内会とは独立した組織であって、地

域の自治組織では決められない水準の問題を扱うことができるという認識を、当初から意識的

に共有することが望ましかったように思います。 

■議論の継続性 

    制度上の制約といえますが、文京区の担当者は年度ごと、または数年度ごとに人事異動で交

代となるため、検討会で話し合われた内容を６年間にわたって一貫して把握できたのは、参加

住民とコンサルタントのみでした。しかし実際には文京区の担当者が検討会の運営を主導する

ため、検討会を貫く議論の流れ、また合意へと至るストーリーの形成がなされにくい傾向にあ

りました。たとえば「一時休会」の判断は、「地区計画の策定に賛成か反対か」という包括的な

問いへの賛否によってなされましたが、実際には各回の議論の中で、高さ制限、敷地面積、隣

地境界など、地区計画における個々の項目について相対的な合意形成の可能性はあったと思い

ます。   

    また検討会の開催日は数ヶ月ごとに設定されるため、参加者からすると、それまでの話し合

いや合意の内容を記憶に留めることが困難でした。そのため話し合いに継続性が生まれにくく、

結果として、各回出席者の多数決にのみ依存する傾向も強まったように感じられます。それま

での話し合いや合意事項の要旨をまとめたハンドアウトを毎回必ず配布するなど、議論の継続

性を担保する仕組みが必要だったように思います。 

■参加者の属性分布 

    地区計画における敷地面積の制限についての議論の中では、地価や相続税が主要な論点とな

りました。こうした関心や価値観は、参加者の属性（年齢、性別、保有資産など）に左右され
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る傾向があるため、多様な意見を反映させるためには、検討会のメンバー選定において参加者

の属性分布にも配慮する余地があるのではないでしょうか。とくに年齢構成については、地権

者を母集団とするため年齢分布が高くなる傾向は否めませんが、まちづくりの将来を中長期的

に検討していく上では、バランスのとれた年齢構成が望ましいように感じます。 

■検討会の運営方法 

    参加者数は６年間を通じて減少し続け、最後の１年間は、出席者が当初メンバーの半数以下

となることが常態化しました。結果として、各回の参加者の顔ぶれによって議論が大きく左右

されるとともに、検討会の枠外で欠席者への意見確認が必要となり、議論に参加しない欠席者

の意向によって検討会の決定内容が覆される事態もありました。これは、議論の透明性という

観点から望ましくありません。 

    検討会では、地域住民同士が安心して発言することのできる心理的安全性が重要です。その

ためにはファシリテーターによる議論への適度な介入も必要でしょう。もしも文京区やコンサ

ルタントの立場からの検討会運営に制約があるとしたら、検討会参加者からも有志のファシリ

テーターを選出し、議事運営の一端を担うという方法もあったと思います。 

    また検討会において「何をもって決定とするのか」という判断基準があらかじめ設定されな

かったため、「参加者の過半数」「出席者の過半数」「参加者の全会一致」「出席者の全会一致」

など複数の基準が混在し、実際に検討会で提示された方針にも揺らぎがありました。検討会の

早い段階で、どのような合意がなされたら次のステップへ進むのか、という点について明文化

し、会則などに盛り込むことが望ましかったように思います。 

 

 

  ◇委員Ｂ 

 

平成 29年目にまちづくリ検討会のメンバー募集のチラシをみて、好奇心と地域の活動に参

加したいという気持ちから応募して検討会メンバーになりました。 

当初は班別討議や、地区を回って課題を確認するなどの活動があり、興味深く参加していま 

したが、途中から地区計画を作るか否かで膠着していました。私は地区計画の策定に賛成でし

たが、地区計画が私権を制限する内容を含み得ること、地区計画を策定しなくても大きな問題

は発生しないことを考えると、策定に強く反対するメンバーがいる状況で策定を進めることは

難しく、一時体会の判断は妥当と思っています。 

今後、まちづくり検討会を再開する場合には期間を定め、メンバーの何割が賛成すれば策定 

するのか（例えばマンションの建替決議と同じ５分の４など）ゴールを決めて始めた方がよい

と考えます。 

 

 

  ◇委員Ｃ 

 

長期間における検討会の開催にお礼申し上げます。また、参加した皆さまお疲れさまでした。 

この検討会の最終的な結論として、現状の弥生 2丁目には都市計画にあたるような「新たな

ルールは設けない」ということが確認されたと認識しております。これは、この検討会が失敗

であったり、脱退者の続出や物別れに終わったという意見もありますが、そうした後ろ向きの

ものではなく、議論の結果として行き着いた先のものだと思っています。 
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スタート時の協議会、そしてこの検討会を通して、建築に関する法律やこの地域の良さ・そ

の理由など多くの学びをいただきました。そして、「町」とは何かを考える非常に良い機会に

なったことに感謝をいたします。ありがとうございました。 

ただ、これほどに長く、また、沈滞したムードの中で進むことになったことも事実だと感じ

ています。それは、コロナの影響や欠席者、脱退者の問題、議論・採決のルール化など、いろ

いろな要因があったかとも思いますが、その前に、そもそもとしての問題点がいくつかあった

ことを総括として振り返る必要があると思い、ほぼすべてに出席した立場として投稿いたしま

した。 

◆そもそもとして、課題のすり替えが行われた検討会であった 

この検討会の前身は「本郷・弥生エリアまちづくり協議会」で、そこに土地を所有する文京

区、東京大学、弥生２丁目住民の３者で、より良いエリアにしていくことを目指して立ち上げ

られたと記憶しています。ただ、当初の議論の多くは、東京大学の高層建築物を拒否すること

を前提としたルール作りでした。この協議会に町会として参加することを決めた時の理由が、

東京大学とのルール決めにあったのですから、当然といえば当然の流れでした。しかし、その

後、この協議の場から東京大学が抜け、文京区と東京大学、文京区と町会とそれぞれで話し合

うこととなり、さらには、まずは町内のルール決めを先行して行うということとして検討会が

発足されました。つまり、「文京区、東京大学、弥生２丁目でより良い環境を作っていこう」

とするものから、「弥生２丁目の課題を解決しましょう」に議論のポイントがすり替えられた

のです。その際、町会役員会などでその変更に関しての提案も議論もありませんでした。私に

は、始めたものを帰着させるために始まった検討会としか思えず、そして、このスタートが大

きな原因であったと考えます。実際、そのせいかどうかはわかりませんが、この会は誰がリー

ダーとして引っ張っているのかも不明だし、みんなどこか他人事のようなところもあったよう

に思います。実際、検討会以外で、まちづくりの話が町会内で会話されることもほぼなく、話

題にさえ上ることもありませんでした。 

ちなみにですが、協議会から検討会として、内向きの議論に移行する際に、「東京大学との

話はどうなるのか」という質問を、協議会の場でさせていただきました。しかし、文京区との

議論が進んだら説明をするということでしたが、その後、東京大学の話は一度もなされなかっ

たと記憶します。 

◆都市計画と紳士協定の混同による議論 

次に、検討会としての議論が始まってからの説明として、都市計画としての条例化と法的な

縛りのない紳士協定としての話がごちゃ混ぜに進んだことも大きな要因だったと思います。議

論のポイントや、区のかかわりが大きく変わり、途中では、「紳士協定を区的にバックアップ

するには、都市計画が必要」ともとれるような話が区側から出たことも記憶しております。こ

の混同が混乱を加速させ、また、コロナ禍のアンケート中心の進行なども相まってより混とん

とした状態を長引かせたように思います。 

また、都市計画は 50年 100年を要するゆっくりしたルールです。その 100年後の町の姿を

みんなで合意するのはさすがに無理があります。今後どんな社会情勢の変化や技術革新などが

起こるかもしれないこの現代において、子供、孫の世代の足かせになるかもしれないようなル

ールを設定することに不安も覚えましたし、周囲の意見と個人の幸福の追求の解決策が 50

年、100年前に作られたルールという事態に「納得感があるか？」といわれるとキビシイもの

があるとも思います。 

一方の紳士協定に関しては、今、ここで暮らす人々がより良く暮らすためのルールです。こ

ちらに関しては、今の課題を解決するためや、町としてのアイデンティティを明確にしていく
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ためにも非常に有効だと思われます。しかし、紳士協定に関しては、区としては現状なんのサ

ポートもなく、勝手にやってくださいと言わんばかりの姿勢や、いろんな課が絡むことで地域

整備課の仕事ではないという回答に「行政の縦割りの弊害がここに」もと感じ、この検討会の

目的もかすんだように思いました。是非、区は町が町としてこうありたいという思いを真摯に

受け止め、それをサポートできるような仕組みを持ってほしいです。それが、町会を活性化さ

せたり、住民同士のつながりを推進したりするのだと思います。これって、区が進めようとし

ていることではないのでしょうか？ 

◆「町の良さ」とは？  

前述のように議論のスタートが、現状の「課題探し」から始まったのもポイントだと思いま

す。嫌なところも良いところも千差万別、百人十色。漠とした総論は良いが、各論は NG。ま

してや総論の合意もできない状態がスタート当初だったように思います。ただ、その中で収斂

されてきたのが「現状の良い環境を守りたい」というもの。しかし、このフレーズが結構曲

者。あまりにも漠としていて、良い環境とは何かもまたまたバラバラ。まぁ、そういうものだ

と思います。ただ、進行側は、少し安易にこのフレーズに飛びつきすぎだったと思っていま

す。「良い」というのは感覚の問題で、相対評価なのです。同じものが、今は良いでも、明日

には悪いになることも。ましてや 50年後、100年後は？ 「現状維持」というものは、あま

り意味を持たないものなのかもしれません。だからこその「より良く」であり、そして、その

「良く」の方向性が大切なはずなのに。。。私たちには、その方向性をすり合わせる力が少し足

りなかったのかもしれません。まぁ、アンケートや 1回 90分の型通りのタウンミーティング

で、そんなすり合わせが叶うとはとても思えはしませんでしたけどね。 

この検討会で深く実感したのは、この町の環境、「良さ」というのは、住民だけの努力で維

持されているのではなく、東京大学をはじめ、周辺環境によって成り立っているということで

す。その周辺環境と折り合いをつけながら、互いに共存共栄できるようにすることこそがとて

も重要。だから、そこにはもっと、町としてもパワーをかけるべきなのかもしれませんし、区

のサポートもほしいところです。 

また、立地的な環境以外では、多くの人が弥生町の良さに、町内でのコミュニケーション、

顔の見える関係を上げました。「地権者の集まり＝長く住んでいる人が多い」ということもバ

イアスとして働いたとは思います。しかし、新たな住民も含め、こうした関係こそ維持し、発

展させてゆくための施策、そして、ルール（紳士協定）こそが重要であるということは確かな

ことだと思います。が、区の制度としてはそれを後押しするものもなく、また、新しく作り出

す気もないご様子。残念です。 

町の良さとは、そこに住みたいと思うかどうであり、それは、家の高さでも、広さでも、壁

の色でもない気がします。「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」。町にとっ

ても同じ事だと思いました。 

◆今後に関して 

 今後また「まちづくり検討会」は開催されることもあるかと思います。今回、再開のルー

ルもできたことですので。願わくば、その際の議論が、単に今の状況だけにとらわれず、先々

まで見通したところで行われることを祈ります。そして、町は生きているかのように変わり続

けるし、その「町」とは、そこにある建物のことではなく、そこに住む人、これからも住んで

いこうとする人のことだということを念頭に置きながら、なされることを願います。そして、

町が町として個性を発揮していけるよう区には支えていただければ幸いに思います。 
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  ◇委員Ｄ 

 

まちづくりは住民が住みやすく、そして住み続けられることが大切で、住民は住民が出来る

範囲の中ですることが大切です。 

    このまちづくりの会の開催前から、電柱があるため真っ直ぐ歩けない、歩道が狭い、空が狭

いと電柱が気になっていました。電線を地中化することで、電柱がなくなり、これら不具合を

解消することができます。このことは第１回の会合で別の出席者から提案されました。とても

良い提案だと思いました。しかし担当の方はこの案件は扱わないと断言され、建物や土地を今

ある法律より厳しく制限することを決めることにあると話されました。具体的には、建物の高

さ制限をして、これを超える高さの建物を建てられないようにし、現在あるこれを越える高い

建物を既存不適格とすること、土地をある一定面積以下には分割することを制限するなどとい

うものです。まちづくりを通して、他人の所有物に対し、一般住民が制限することはできませ

ん。根本的に土地を分割する理由は、高い地価、高い相続税という住民ではどうすることがで

きない現実によるものです。地価が高いから相続税が高い、住んでいるだけで高い相続税を納

めなければならない、納めるために土地を売る、勿論高くて買い手が付かない、買える価格に

するために土地を分割する、というのはあるべき方向性であり、手段です。土地を分割しない

のであれば、地価抑制策や相続税軽減策を文京区が打ち出さなければなりません。このことを

文京区に問い合わせたところ、「しない」とのことです。 

このようにまちづくりでは住民の思っていることと、文京区の考えが一致していません。ま

た一般住民のできることには限界があります。 

まちづくりは住民が住みやすく、そして住み続けることを大切で、住民は住民が出来る範囲

の中ですることが大切です。それでも出来ないこと、現在の問題で言えば地価抑制策や相続税

軽減策を文京区が政府に打ち出してください。このようなまちづくりにしたいと思います。 
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